
平成29年 10月

国土交通省 四国地方整備局

平成29年度 第1回事業評価監視委員会
事業再評価 報告事項

（河川事業 ５件）

・仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（宇治川）
・仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（日下川）
・四万十川直轄河川改修事業
・渡川総合水系環境整備事業
・中筋川総合開発事業（横瀬川ダム） 業

資料７



平成29年度第1回委員会 報告対象事業位置図（河川・ダム事業関係）

①仁淀川床上浸水対策
特別緊急事業（宇治川）

②仁淀川床上浸水対策
特別緊急事業（日下川）

⑤中筋川総合開発事業
（横瀬川ダム）

③ 四万十川
直轄河川改修事業

④ 渡川総合水系
環境整備事業

1
仁淀川床上浸水対策特別緊急事業
 （宇治川）

H26
（新規採択）

○社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により
再評価の実施の必要が生じた事業
（事業費の改訂）

2
仁淀川床上浸水対策特別緊急事業
（日下川）

H26
（新規採択）

○社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により
再評価の実施の必要が生じた事業
（事業費の改訂）

※実施根拠：　国土交通省公共事業の再評価実施要領（H28.3.31改正）　『第三　再評価を実施する事業』に基づく。

事業名 前回評価
実施根拠

（実施理由）

3 四万十川直轄河川改修事業
H26

（再評価）
○再評価実施後一定期間が経過している事業

（前回再評価実施から3年が経過）

4 渡川総合水系環境整備事業
H26

（再評価）
○再評価実施後一定期間が経過している事業

（前回再評価実施から3年が経過）

5 中筋川総合開発事業（横瀬川ダム）
H26

（再評価）
○再評価実施後一定期間が経過している事業

（前回再評価実施から3年が経過）

※実施根拠：　国土交通省公共事業の再評価実施要領（H28.3.31改正）　『第三　再評価を実施する事業』に基づく。

事業名 前回評価
実施根拠

（実施理由）

平成29年8月1日開催（仁淀川流域学識者会議）

平成29年8月9日開催（渡川流域学識者会議）



仁淀川流域学識者会議（委員名簿） 渡川流域学識者会議（委員名簿）

流域学識者会議（河川整備計画の点検）について



事業名

事業主体

該当

基準

総事業費

（億円）

費用便益分析

貨幣換算が困難な

効果等による評価

再評価の視点

（投資効果等の事業の必要性、事業進捗の見込み、
コスト縮減等）

対応

方針

（案）

審議結果

及び意見
備考

貨幣換算した便益：

B(億円)

費用:

C(億円)
B/C

便益の内訳

及び主な根拠
費用の内訳

仁淀川床上
浸水対策特
別緊急事業
（宇治川）

四国地方整
備局

その他 19 22

【内訳】

被害防止便益：
22億円

残存価値：

0.2億円

【主な根拠】

年平均浸水軽
減戸数：8戸

年平均浸水軽
減面積：0.9ha

19

【内訳】

建設費：

17億円

維持管理費：

2億円 1.2

・年超過確率1/10
規模の降雨が発生
した場合、事業実
施により浸水区域
内人口が3,010人か
ら2,708人に、浸水
区域内の災害時要
援護者数が1,343人
から1,208人に、浸
水区域内の 大孤
立者数が817人か
ら639人（避難率
40%）に軽減され、と
さでん交通の停止
による影響人口が
約193人から約178
人、道路（国道33
号）途絶により影響
を受ける通行台数
が6,067台から2,800
台へ軽減される。

①事業を巡る社会経済情勢等の変化

・宇治川流域の平野部は、地盤高が仁淀川の計画規模の洪水

時における水面より低いうえ、上流に行くにしたがって地盤が低

くなるという極めて特殊な低奥型地形であり、水はけが悪く、仁

淀川本川の影響などを受け、内水はん濫を引き起こしやすい。

・これまで家屋浸水被害が毎年のように発生し、河川改修や排

水機場建設、いの町による都市下水道の建設など、さまざまな

治水対策が講じられた。

・しかし、平成26年8月3日の台風12号により、いの町で256戸の

浸水被害が発生し、その一週間後の台風11号で再度の浸水被

害が発生した。

・宇治川流域には国道33号、JR土讃線、とさでん交通等の交通

施設が存在し、交通の要衝となっている。また、枝川地区では、

宅地化が進行しており、大型商業施設が増加している。

・いの町の世帯数は平成27年で約9,200世帯。昭和35年度から

平成12年度までは増加傾向、近年はやや減少傾向にある。

・仁淀川直轄管理区間の沿川自治体により組織される「仁淀川

改修期成同盟会」やいの町から事業の整備推進の要望がある。

②事業の進捗の見込みの視点

・平成30年度に国が実施する宇治川排水機場ポンプ増設完了

予定。

・国と連携して、高知県の「天神ヶ谷川河川改修」、いの町の「土

地利用規制」、「都市下水路施設の整備」及び「下水ポンプの増

強」等が平成31年度に完了予定。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性について

・排水ポンプ能力を増強するために新たな排水樋門を整備した

場合、用地買収、堤防開削が必要となるため、経済的にも既設

排水樋門を活用する現行計画が優位。

・工事段階においても、掘削土の有効利用や新技術の採用等コ

スト縮減に努める。

事業

継続

【平成29年8
月1日 第8回
仁淀川流域
学識者会議
において審
議】

・事業の継続
は妥当と判
断された。

再評価実施要領、細目及び対象事業について

評価別
学識経験者等から構成される委員会での審議 評価結果の事業評価監視委員会への報告

対象事業
審議根拠 報告根拠文 審議根拠 報告根拠文

その他

『国土交通省所管公共事業の
再評価実施要領』

第６の６(H28.3.31改定)

河川事業、ダム事業については、河川整備計
画策定後、計画内容の点検のために学識経験
者等から構成される委員会等が設置されてい
る場合は、事業評価監視委員会に代えて当該
委員会で審議を行うものとする。

『河川及びダム事業の再評価実
施要領細目』

第６（H22.4.1改定）

実施要領第４の１(4)又は第６の６の規
定に基づいて審議が行われた場合には、
その結果を事業評価監視委員会に報告
するものとする。

仁淀川水系河川整備計画

（国管理区間）

【仁淀川床上浸水対策特別緊
急事業（宇治川）】

再評価結果一覧
【公共事業関係費】
【河川事業】
【直轄事業】



事業名

事業主体

該当

基準

総事業費

（億円）

費用便益分析

貨幣換算が困難な

効果等による評価

再評価の視点

（投資効果等の事業の必要性、事業進捗の見込み、
コスト縮減等）

対応

方針

（案）

審議結果

及び意見
備考

貨幣換算した便益：

B(億円)

費用:

C(億円)
B/C

便益の内訳

及び主な根拠
費用の内訳

仁淀川床上
浸水対策特
別緊急事業
（日下川）

四国地方整
備局

その他 168 169

【内訳】

被害防止便益：
167億円

残存価値：

2億円

【主な根拠】

年平均浸水軽
減戸数：25戸

年平均浸水軽
減面積：18ha

149

【内訳】

建設費：

148億円

維持管理費：

0.2億円 1.1

・年超過確率1/10
規模の降雨が発生
した場合、事業実
施により浸水区域
内人口が671人か
らの383人に、浸水
区域内の災害時要
援護者数が255人
から145人に、 大
孤立者数が270人
から89人（避難率
40%）に軽減され、
道路（国道33号）途
絶により影響を受
ける通行台数が
7,125台から2,429台
へ軽減される。

①事業を巡る社会経済情勢等の変化

・日下川の低平地部は、全体として地盤が低いうえに、仁淀川合

流点より上流に向かって堤内地盤が低くなる極めて特殊な低奥

型地形であり、水はけが悪く、仁淀川本川の影響などを受け、内

水はん濫を引き起こしやすい。

・昭和50年8月台風5号による甚大な浸水被害を契機に、国土交

通省による日下川放水路が整備され、さらに高知県による調整

池の整備などの治水対策により、浸水被害の軽減に一定の効

果を上げてきた。

・しかし、平成15年度以降に小規模であるが床上浸水被害が頻

発していた中、平成26年8月3日の台風12号により、床上浸水

109戸にも及ぶ甚大な被害が発生し、さらにその一週間後の台

風11号で再度の浸水被害が発生した。

・日下川流域には、高知市以西から高知市内への幹線道路であ

る国道33号や、JR土讃線が日高村中央を横断し、県民生活・経

済に重要な位置を占める交通の要衝となっている。

・また、日高村中心部では、宅地化が進行しており、施設園芸の

主軸をなす高糖度トマトは「シュガートマト」としてブランド化を確

立し、全国に誇れる日高村自慢の一品となっている。

・日高村の世帯数は、昭和40年度から平成17年度にかけて増加

し、平成27年度で約2,000世帯となっている。

・「日下川改修期成同盟会」から事業の整備推進の要望がある。

②事業の進捗の見込みの視点

・平成29年度より、日下川新規放水路のトンネル部の工事着手

予定。平成32年度の完成を目指し、日下川新規放水路の整備を

行う。

・高知県による日下川、戸梶川の河川改修とともに、日高村によ

る局所的に地盤の低い浸水家屋の浸水対策を実施予定。

③コスト縮減や代替案立案などの可能性の視点

・放水路の 口部構造や吐口部構造の合理化によりコスト縮減

に努める。

・工事段階においても、掘削土の有効利用や新技術の採用等コ

スト縮減に努める。

事業

継続

【平成29年8
月1日 第8回
仁淀川流域
学識者会議
において審
議】

・事業の継続
は妥当と判
断された。

再評価実施要領、細目及び対象事業について

評価別
学識経験者等から構成される委員会での審議 評価結果の事業評価監視委員会への報告

対象事業
審議根拠 報告根拠文 審議根拠 報告根拠文

その他

『国土交通省所管公共事業の
再評価実施要領』

第６の６(H28.3.31改定)

河川事業、ダム事業については、河川整備計
画策定後、計画内容の点検のために学識経験
者等から構成される委員会等が設置されてい
る場合は、事業評価監視委員会に代えて当該
委員会で審議を行うものとする。

『河川及びダム事業の再評価実
施要領細目』

第６（H22.4.1改定）

実施要領第４の１(4)又は第６の６の規
定に基づいて審議が行われた場合には、
その結果を事業評価監視委員会に報告
するものとする。

仁淀川水系河川整備計画

（国管理区間）

【仁淀川床上浸水対策特別緊
急事業（日下川）】

再評価結果一覧
【公共事業関係費】
【河川事業】
【直轄事業】



事業名

事業主体

該当

基準

総事業費

（億円）

費用便益分析

貨幣換算が困難な

効果等による評価

再評価の視点

（投資効果等の事業の必要性、事業進捗の見込み、
コスト縮減等）

対応

方針

（案）

審議結果

及び意見
備考

貨幣換算した便益：

B(億円)

費用:

C(億円)
B/C

便益の内訳

及び主な根拠
費用の内訳

四万十川直
轄河川改修
事業

四国地方整
備局

再々評価 391
1,513

（※1）

【内訳】

被害防止便益：
1,512億円

残存価値：

1億円

【主な根拠】

年平均浸水軽
減戸数：250戸

年平均浸水軽
減面積：116ha

346
（※1）

【内訳】

建設費：

316億円

維持管理費：

29億円
4.4

（※1）

・河川整備計画規
模の洪水に対して、

大孤立者数が約
4,500人、上水道の
停止影響人口が約
390人と想定される
が、事業実施により
解消される。

・河川整備基本方
針目標規模の洪水
に対して、 大孤
立者数が約8,800人、
上水道の停止影響
人口が約9,200人と
想定されるが、事
業実施により 大
孤立者数が約8,600
人、上水道の停止
影響人口が約1,600
人に軽減される。

①事業の必要性等に関する視点

・四万十川の計画規模の洪水時における水位より堤内地盤高が

低く、堤防決壊による外水氾濫が発生すれば、甚大な被害が発

生する危険性を有している。

・日本でも有数の多雨地帯であり、台風に起因した集中的な豪

雨により、過去に大規模な洪水による被害が度々発生している。

・現在でも、堤防未整備地区や堤防断面が不足する地区が存在

しており、早期に堤防の整備を推進し、浸水被害の解消・軽減を

図ることが急務である。

・河道内の土砂堆積や樹木群の繁茂により洪水の流下断面が

不足する地区については、河道の掘削や樹木の伐採等により必

要な河積を確保する必要がある。

・南海地震の震源である南海トラフに近く、地震や地震発生後に

来襲する津波による大規模な被害が予想されるため、河川管理

施設の地震・津波対策を早急に実施する必要がある。

・四万十市の総人口は減少傾向にある一方、総世帯数は横ば

い傾向となっている。このような地域の状況の中、具同地区や古

津賀地区は開発並びに宅地化が進行し、当該地区の人口は増

加傾向であり、国道56及び土佐くろしお鉄道等の交通網が集中

し、大規模店舗の出店が相次ぐなど市街化が顕著。

・四万十市等から、毎年、渡川水系国管理区間の河川改修事業

促進の要望がある。

②事業の進捗の見込みの視点

・背後地に資産が集中しているにも関わらず断面が不足する脆

弱な堤防となっている具同・入田地区の堤防断面不足対策を実

施中。

・また、四万十川下流部において、初崎地区の無堤対策に平成

29年度より工事着手予定。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・各事業の設計・実施段階で代替案の可能性検討を行うとともに、

掘削土等の有効活用、新技術の採用等を適切に行うことにより、

コスト縮減に努める。

事業

継続

【平成29年8
月9日 第7回
渡川流域学
識者会議に
おいて審議】

・事業の継続
は妥当と判
断された。

当面実施
する予定
の河道改
修事業

B/C=19.6
（※1）

再評価実施要領、細目及び対象事業について

評価別
学識経験者等から構成される委員会での審議 評価結果の事業評価監視委員会への報告

対象事業
審議根拠 報告根拠文 審議根拠 報告根拠文

再々評価

『国土交通省所管公共事業の
再評価実施要領』

第６の６(H28.3.31改定)

河川事業、ダム事業については、河川整備計
画策定後、計画内容の点検のために学識経験
者等から構成される委員会等が設置されてい
る場合は、事業評価監視委員会に代えて当該
委員会で審議を行うものとする。

『河川及びダム事業の再評価実
施要領細目』

第６（H22.4.1改定）

実施要領第４の１(4)又は第６の６の規
定に基づいて審議が行われた場合には、
その結果を事業評価監視委員会に報告
するものとする。

渡川水系河川整備計画

（国管理区間）

【四万十川直轄河川改修事
業】

再評価結果一覧
【公共事業関係費】
【河川事業】
【直轄事業】

（※１） 前回評価時において実施した費用便益分析の要因に変化が見られないことなどから、前回評価の費用便益分析の結果を用いている。



再評価実施要領、細目及び対象事業について

評価別
学識経験者等から構成される委員会での審議 評価結果の事業評価監視委員会への報告

対象事業
審議根拠 報告根拠文 審議根拠 報告根拠文

再評価

『国土交通省所管公共事業の
再評価実施要領』

第６の６(H23.4.1改定)

河川事業、ダム事業については、河川整備計
画策定後、計画内容の点検のために学識経験
者等から構成される委員会等が設置されてい
る場合は、事業評価監視委員会に代えて当該
委員会で審議を行うものとする。

『河川及びダム事業の再評価実
施要領細目』

第６（H22.4.1改定）

実施要領第４の１(4)又は第６の６の規
定に基づいて審議が行われた場合には、
その結果を事業評価監視委員会に報告
するものとする。

渡川水系河川整備計画

（国管理区間）

【渡川総合水系環境整備事
業】

再評価結果一覧
【公共事業関係費】
【河川事業】
【直轄事業】

事業名

事業主体

該当

基準

総事業費

（億円）

費用便益分析

貨幣換算が困難な

効果等による評価

再評価の視点

（投資効果等の事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減
等）

対応

方針

（案）

審議結果

及び意見
備考

貨幣換算した便
益：

B(億円)

費用:

C(億円)

B/C
便益の内
訳及び

主な根拠

費用の内
訳

渡川総合水
系環境整備
事業

四国地方整
備局

再々
評価

39
73

(※1)

【内訳】

自然再生
の効果に
よる便益：
73億円

【主な根
拠】

（自然再
生）

支払い意
志額：723
円/世帯/
月

受益世帯
数：33,727
世帯

46

(※1)

【内訳】

建設費：

43億円

維持管理
費：

2.6億円

1.6

(※1)

・河川環境の再生により、
アユの産卵場面積が拡
大しているほか、水辺を
生活場所とする鳥類も安
定的に飛来してきている。

・アユの瀬づくり箇所では、
地域の憩いの空間並び
に四万十市の重要な観
光スポットとして認知され、
菜の花まつりには約2万
人が来場するなど観光振
興に寄与している。

・自然観察会やつるの里
祭り等のイベントが地域
主体で開催されているほ
か、環境学習の場として
地元小学校の年間行事
に位置付け活用されてい
る。

①事業の必要性等に関する視点

・高度経済成長期以降における地域の開発並びに宅地化、市街化の進行に

より、かつてあった四万十川の良好な自然環境が失われつつある。

・四万十川における貴重な水産資源でもあるアユ及びスジアオノリは近年激

減し、アカメなどの魚類の仔稚魚の生息場であるコアマモも近年減少。

・四万十川・中筋川流域には昭和47年から冬季にツル類の渡来・越冬の記録

があるが、近年の宅地化、市街化の進行によってツル類が渡来・越冬できる

湿地環境が減少。

・現在も残る自然を保全し、良好な自然環境へと再生するとともに、人と自然

とが共生できていた昭和40年代の四万十川の原風景の保全・再生を目指す。

②事業の進捗の見込みの視点

（アユの瀬づくり）

・アユの産卵場となる早瀬の回復のため、段階的に砂州の切り下げ等を行い

つつ、砂州及び河床形態の変化やアユの産卵状況等についてもモニタリング

を実施。効果を検証しつつ、順応的に対策を進める。

（ツルの里づくり）

・湿地環境の再生・創出を行ったツルのねぐら、餌場について、効果検証と今

後の事業展開の検討を行うとともに、湿地環境の維持・保全に努める。

（魚のゆりかごづくり）

・スジアオノリ、コアマモの生育場の回復のため、段階的に砂州の切り下げ等

を行いつつ、砂州及び河床形態の変化やスジアオノリ、コアマモの生育状況

等についてもモニタリングを実施。効果を検証しつつ順応的に対策を進める。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・モニタリング調査を行い、状況に応じた順応的管理をベースに適切な手法を

選択。

・地域住民と協働連携して維持管理を実施し、コストを縮減。また、将来的なラ

ンニングコストの削減を目指した 適な掘削方法・範囲を検討。

事業

継続

【平成29年
8月9日 第7
回 渡川流
域学識者
会議におい
て審議】

・事業の継
続は妥当と
判断された。

（※１） 前回評価時において実施した費用便益分析の要因に変化が見られないことなどから、前回評価の費用便益分析の結果を用いている。



再評価実施要領、細目及び対象事業について

評価別
学識経験者等から構成される委員会での審議 評価結果の事業評価監視委員会への報告

対象事業
審議根拠 報告根拠文 審議根拠 報告根拠文

再々評価

『国土交通省所管公共事業の
再評価実施要領』

第６の６(H28.3.31改定)

河川事業、ダム事業については、河川整備計
画策定後、鋭角内容の点検のために学識経験
者等から構成される委員会等が設置されてい
る場合は、事業評価監視委員会に代えて当該
委員会で審議を行うものとする。

『河川及びダム事業の再評価実
施要領細目』

第６（H22.4.1改定）

実施要領第４の１(4)又は第６の６の規
定に基づいて審議が行われた場合には、
その結果を事業評価監視委員会に報告す
るものとする。

渡川水系河川整備計画

(国管理区間)

【中筋川総合開発事業】

再評価結果一覧
【公共事業関係費】
【ダム事業】
【直轄事業】

審議結果及び意見

中筋川総合開発事業

四国地方整備局
再々評価 400

630

（※1）

【内訳】

被害防止便益：318億円

流水の正常な機能の維持に関す

る便益：299億円

残存価値：13億円

【主な根拠】

洪水調節に係る便益：

年平均浸水軽減戸数：27戸

年平均浸水軽減面積：30ha

流水の正常な機能の維持に関す

る便益：

流水の正常な機能の維持に関し

て、横瀬川ダムと同じ機能を有

するダムを代替施設とし、代替

法を用いて計上

490

（※1）

【内訳】

　建設費 450億円

　維持管理費　 40億円

1.3

（※1）

・河川整備基本方針の

目標規模の洪水が発生

した場合、死者数が19

人、 大孤立者数が約

2,200人、10年あたり総

避難者数が約16,000人

と想定されるが、事業

実施により死者数が13

人、 大孤立者数が約

1,500人、10年あたり総

避難者数が約10,000人

に軽減される。

①事業を巡る社会経済情勢等の変化

・中筋川流域は、渡川水系の中でも人口・産業の集

積が進んでいる四万十市及び宿毛市並びに三原村に

またがっている。

・四万十市では、人口は平成17年以降でやや減

少傾向、水田及び畑面積も平成7年から平成27年に

かけてやや減少しているが、宅地面積は増加傾向

にある。

②事業の進捗状況、事業の進捗の見込みについて

・現在、本体コンクリートの打設を実施中。

・ダム本体及び関連工事は平成31年2月完了予定。

・付替道路工事は平成32年2月完了予定。

・平成31年3月から試験湛水を開始し、平成31年度

事業完了予定。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性について

・平成20年度から毎年「横瀬川ダム事業費等監理

委員会」を開催 して、専門家等の第三者の方々か

らもコスト縮減等に関する意見・助言を得て円滑

な事業執行及び総合的なコスト縮減に努めてい

る。

・「側水路減勢方式」による減勢システムを採用す

ることにより、堤体積、掘削土量等に係る費用を縮

減。この方式により水平水叩きを省略している。

・ダム湖周辺の山林を公有化し、適切な保全を図る

「山林保全措置制度」を活用することにより、付替

道路等の整備に係る費用を縮減している。

・平成24年度に実施した中筋川総合開発事業（横

瀬川ダム）の検証に係る検討において、「ダム事

業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」

に基づき現計画案（横瀬川ダム）と現計画案以外の

代替案を複数の評価軸ごとに評価し、 も有利な

案は、現計画案（横瀬川ダム）と評価してお

り、現時点においても、コスト面での優劣に変化

はなく、総合的な評価結果には影響を与えな

い。

事業

継続

【平成29年8月9日　第7

回　渡川流域学識者会

議において審議】

・事業の継続は妥当と

判断された。

対応方針
事 業 名

事業主体
該当基準

費用便益分析
貨幣換算が困難な効果

等による評価

再評価の視点

（投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込

み、コスト縮減等）

貨幣換算した便益:B(億円)
Ｂ／Ｃ

便益の内訳及び主な根拠

費用:C(億円)

費用の内訳

総事業費

（億円）



第８回 仁淀川流域学識者会議（平成２９年８月１日）

第７回 渡川流域学識者会議（平成２９年８月９日）

①四万十川直轄河川改修事業
・事業費が約３％の増加となっているが、今後も増加するのか。

→今後も、各地区の計画の具体化に伴い、事業費の増減が予想されるため、次回（平成32年度）

の再評価時において、費用対効果も含めて説明させていただく。

②渡川総合水系環境整備事業
・便益は、住民の皆さんの支払い意志額がベースになるので、これらの取組をもっと市民の皆さんに

届くように伝えていく努力をして頂きたい。

③中筋川総合開発事業（横瀬川ダム）
・コスト縮減は、いいことばかりではなく、安いものにはそれなりの理由、リスクがあるのではないか。

→構造的なリスクなども含めて検討しており、問題はない。

・人口や水田、畑地の面積の推移がここ20年ほど減少傾向にあり、便益の過大評価にならないか。
→社会経済情勢等に大きな変化があるかないか感度分析を行った結果、前回評価時からの需要

量等の変化率が10%以内であるため、今回は費用対効果による検証は省略している。

①床上浸水対策特別緊急事業（宇治川）
・貨幣換算が困難な効果について、現在見込んでいるもの以外にも検討するべき。

②床上浸水対策特別緊急事業（日下川）

・今後のコスト上昇の懸念は無いのか。

→湧水に対する対策など、今の知見で分かる部分については、適正に計上している。

・コスト縮減や安全対策を十分に行って頂きたい。

→安全第一で進めていきながら、いろいろな観点でのコスト縮減など事業監理を進めていきたい。

・貨幣換算が困難な効果などについても、積極的に周知を図るべき。

・感度分析は、人口減少の懸念も含め特に将来予測に関して全国的な規模で調査、研究をするべき。

・計画規模以上の降雨に対する浸水リスクの周知など、ソフト対策も進めること。

学識者会議における主な指摘事項

学識者会議の開催状況（高知河川国道事務所）

学識者会議の開催状況（四万十市防災センター）


